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１ 

 

 
 
 

「
専
守
防
衛
」
及
び
「
サ
イ
バ
ー
攻
撃
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
「
専
守
防
衛
」
と
は
「
相
手
か
ら
武
力
攻
撃
を
受
け
た
と
き
初
め
て
防
衛
力
を
行
使
し
、
そ
の
態
様
も
自
衛
の
た
め
の
必

要
最
小
限
に
と
ど
め
、
ま
た
保
持
す
る
防
衛
力
も
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
な
ど
、
憲
法
の
精
神
に
の
っ

と
っ
た
受
動
的
な
防
衛
戦
略
の
姿
勢
を
い
う
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

 

１ 

現
在
で
も
こ
の
定
義
で
間
違
い
な
い
か
。 

 

２ 

我
が
国
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
Ｂ
国
が
Ａ
国
か
ら
武
力
攻
撃
を
受
け
、
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
存
立

危
機
事
態
）
に
基
づ
き
防
衛
出
動
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
は
、
「
専
守
防
衛
」
の
定
義
に
あ
る
「
相
手
か
ら
武
力
攻
撃
を

受
け
た
と
き
」
に
は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ
る
か
。
ま
た
、
存
立
危
機
事
態
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
が
Ａ
国
か
ら
直
接
武

力
攻
撃
を
受
け
な
い
限
り
Ａ
国
に
対
し
て
武
力
の
行
使
が
で
き
な
い
の
か
。 

 

３ 

専
守
防
衛
の
定
義
に
「
そ
の
態
様
も
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
」
と
あ
る
が
、
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第

一
項
第
二
号
（
存
立
危
機
事
態
）
に
基
づ
き
防
衛
出
動
が
行
わ
れ
、
自
衛
隊
が
武
力
を
行
使
す
る
場
合
、
右
記
問
２
の
Ａ

国
に
つ
い
て
、
Ａ
国
領
土
内
の
基
地
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。 



 

２ 

 

 
４ 

「
専
守
防
衛
」
の
定
義
に
は
「
保
持
す
る
防
衛
力
も
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
も
の
に
限
る
」
と
あ
る
が
、
自
衛

隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
存
立
危
機
事
態
）
に
基
づ
き
防
衛
出
動
す
る
場
合
に
必
要
な
防
衛
力
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
問
２
及
び
問
３
を
踏
ま
え
回
答
さ
れ
た
い
。 

二 

近
年
海
外
か
ら
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
脅
威
が
増
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
防
御
す
る
の
か
、
そ
し
て
反
撃
を
し
て
い
く
の

か
、
法
令
上
整
理
を
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

 

１ 

政
府
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
武
力
攻
撃
に
当
た
り
得
る
（
以
下
「
サ
イ
バ
ー
武
力
攻
撃
」
と
い
う
。
）
場
合
が
あ
る
と

答
弁
し
て
い
る
（
令
和
二
年
四
月
七
日
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
河
野
国
務
大
臣
（
当
時
）
答
弁
）
が
、
ど
の
よ
う
な
場

合
か
。
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

我
が
国
が
サ
イ
バ
ー
武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
で
は
な
い
物
理
的
な
武
力
の
行
使
に
よ
る
自
衛
権
の

行
使
も
可
能
な
の
か
。 

 

３ 

サ
イ
バ
ー
武
力
攻
撃
の
着
手
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
「
先
制
攻
撃
」
に
至
ら
な
い
範
囲
で
、
自
衛
隊
の
武
力

行
使
は
可
能
か
。 

 

４ 

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
サ
イ
バ
ー
武
力
攻
撃
の
着
手
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
か
。 



 

３ 

 

 
５ 

外
国
か
ら
武
力
攻
撃
に
当
た
ら
な
い
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
場
合
又
は
そ
の
着
手
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
サ
イ
バ
ー

攻
撃
そ
の
他
の
反
撃
を
す
る
こ
と
は
現
行
法
制
上
可
能
か
。 

 

６ 

サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
予
兆
を
探
知
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
、
電
気
通
信
事
業
法
上
の
通
信
の
秘
密
の
保
護
と
の
関
係
で
可

能
な
の
か
。
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
法
理
で
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


